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基 本 方 針 

 

 日本を取り巻く現在の環境は、朝鮮半島の非核化問題に見られる国際情勢の変化ととも

に、保護主義的な経済政策をかかげる国の台頭や、アジアにおける経済の覇権をめぐる競

争が激化しており、日本の経済に大きな影響を及ぼしています。また、国内では２０２０

年に開催される東京オリンピック関連事業と海外からの観光客の増加による経済効果が期

待される中で、労働者不足による外国人労働者の受け入れ拡大が福祉の分野にも及んでお

り、国は働き方についての改革を進めようとしています。 

一方で、近年、東日本大震災をはじめとして日本各地で大きな自然災害が多発していま

す。昨年も西日本豪雨災害や北海道胆振東部地震災害が発生し、さらに県内では戸沢村で

は度重なる豪雨災害により災害支援活動が展開されるなど、ボランティアによる災害救援

活動がますます重要となっています。 

介護や障がい者福祉等に係る福祉施策では、個人の考えを尊重した介護や自立を主眼と

するとともに、福祉分野への企業等の参入が進んだことにより、福祉の考え方も、従来の

行政による措置制度から契約に基づく自立支援へと大きく変化してまいりました。 

 このような状況を踏まえ、平成２９年度に天童市が策定した「第二次天童市地域福祉計

画」に基づいて、本会では本年度に地域共生社会の実現を目指した「地域福祉活動計画」

の策定に取り組みます。また、介護や障がい、育児、生活困窮等のニーズに対応するため、

「生活困窮者自立相談支援事業」と「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」とを

連携させながら継続して支援事業を実施します。さらに、法人として成年後見人等に就任

し、権利の擁護を図るための「法人後見業務・成年後見センター事業」や、高齢者の通い

の場づくりとしての「地域カフェ推進事業」等にも積極的に取り組みます。  

超高齢社会となり認知症高齢者や単身高齢者が増加する中で、住み慣れた地域で安心し

て生活できるようにするため、地域包括ケアによる地域づくりが重要であり、各地域に設

置された地域社会福祉協議会や福祉推進員と一体となった地域福祉の推進を図ります。 

本会が運営する介護保険事業所については、市民のニーズに即した適正な運営を行い、

介護保険や障がい者等を含めた様々な制度について利用者の立場に立った支援を実施しま

す。また、地震や豪雨等の災害に対応するための災害ボランティアセンターの設置訓練を

実施し、行政や青年会議所、ＮＰＯ等各種団体と協力体制の確保に努めます。 

本会は、社会福祉法で定められた地域福祉を推進する中核組織としての社会的な使命を

認識し、誰もが等しく安心して生活できる福祉のまち、『共にささえあい 安心して心豊か

に暮らせる』福祉コミュニティーの実現を目指して、地域住民、行政や福祉事業者との連

携と協力体制の強化に積極的に取り組み、今後とも経営改善と積極的な事業展開に努めて

参ります。 

 

 

 

 



重 点 項 目 

 

１ 地域福祉活動計画の策定と多機関協働支援センター・生活支援コーディ

ネーター事業の積極的な活用 
厚生労働省が提唱する地域共生社会の実現のため、「地域福祉活動計画」の策定に取り

組みます。市地域福祉計画が定める自助、互助、共助、公助の理念を共有しつつ、社会

福祉法で地域福祉推進の中核に定められた本会の担う役割を果たすとともに、多様な関

係機関との連携の強化に努めます。 

複合的なニーズを抱え、単一機関では支援困難な相談ケースの多機関連携を進める「多

機関協働支援センター」事業、地域における住民ニーズと提供主体のマッチング、社会

資源の開発に努める「生活支援コーディネーター」事業のネットワーク機能を活用し、

行政や社会福祉法人、ＮＰＯ団体、企業、地域社会福祉協議会、公民館、自治会等の計

画策定、計画実践への参加・協働を進めます。 
 

２ 地域包括ケアに係る地域づくりの推進 
超高齢社会となり認知症高齢者や単身高齢者が増加するなか、できる限り住み慣れた

地域で安心して生活できるよう、公的サービスの利用のみならず地域で支え合える体制

作りのため、関係機関と連携・協働し地域ネットワークの構築を目指します。 

  また、認知症施策の推進、成年後見センターや医療機関等との連携により、将来への

備えのための意識啓発とともに、多職種連携を図りながら介護者支援も含め多様化する

相談の窓口としての機能向上に努めます。 
 

３ 介護保険事業所の適正経営 
  本会が運営する天童市居宅介護支援事業所及び天童市訪問介護サービス事業所は、地

域支援における中心的な担い手として、介護保険のみならず障がい者等様々な制度の利

用者の立場に立った支援を提供するとともに、効果的かつ適正な運営に努めます。 

また、利用者の尊厳の保持、利益と権利の擁護を基本に、公平公正な支援体制の整備

を行います。加えて事業運営の自主性を確保するため経営基盤の強化を図り、提供する

介護福祉サービスの一層の質の向上を目指します。 
 

４ 天童市総合福祉センターの管理・経営 
  指定管理者制度（平成２８年度から平成３２年度）の適用を受ける公共施設の管理者

として、天童市総合福祉センターの適切な管理・経営を担います。管理業務の仕様書に

基づき、市民の福祉増進や公平な施設の利用、経費の節減、安全管理に努めながら、施

設の管理運営を行います。また、本会事業との相乗効果を図りながら、利用者へのサー

ビス向上に努めます。 
 

５ 法人組織の適正な管理と経営改善に向けた取組み 
  コンプライアンスとガヴァナンスの徹底に努めながら、今後も本会の組織面及び機能

面での整備充実を図ります。 

 併せて、介護保険制度の改正等に伴い、脆弱化する傾向にある経営環境に対応するた

め、経営資源を見直し、筋肉質の経営体になるよう経営改善に取り組みます。 



事 業 概 要 

 

１ 地域福祉事業・ボランティア活動の推進 

⑴ 地域福祉ネットワーク活動 

ア 地域社会福祉協議会の支援・充実 

地域福祉活動の組織的、効率的な推進や福祉コミュニティーの実現を目指して、

福祉に関する問題発見や取組、関係機関への提言、啓発や住民参加、連携調整等に

取り組む地域社会福祉協議会に対して、積極的な運営支援を行います。 

また、地域に要援護者が急増している社会情勢を踏まえて、本会や行政、福祉関

係機関、市立公民館等との協働を進め、活動充実を目指します。 

イ 天童市福祉推進員活動の充実 

福祉の問題を抱える高齢者や障がい者世帯等に対して、同じ住民の立場から問題

の早期発見や連絡、関係機関との連携等を行う福祉推進員の活動充実を図ります。 

自治会長や民生委員・児童委員と連携した見守り、声かけを実践するとともに、

地域社会福祉協議会や福祉推進員連絡会による研修機会の確保、情報交換等を進め

ます。 

ウ いきいきサロン事業の充実・普及 

自治会や民生委員・児童委員、福祉推進員等の福祉関係者や各種団体等が中心と

なり、主に自治公民館を拠点に高齢者等の仲間づくりや健康増進を図る「いきいき

サロン」事業、「一人暮らし高齢者激励会」事業の充実、普及を図ります。 

年間開催回数に基づく助成加算や新規地域のお試しサロンの助成を実施すること

により、取り組み易く継続し易いサロン活動の実現を目指します。 

エ 地域カフェ推進事業の実施 

    介護保険総合事業の地域介護予防活動支援事業の枠組みにより、主に市立公民館

を拠点とした高齢者中心の集いの場を設け、交流及び介護予防の機会を提供する「地

域カフェ推進事業」を推進します。 

高齢者の健康の維持、増進及び要介護状態の予防を図ることを目的とし、地域社

会福祉協議会や介護保険事業所等との協働による開催を普及します。 

オ 生活支援コーディネーターの配置 

    天童市が設置する生活支援・介護予防体制整備推進協議体と有機的な連携を図り

ながら、地域における住民ニーズと提供主体のマッチングや連絡・調整を実施しま

す。地域福祉組織、自治会、公民館、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、ボランティア、

企業等、多様な主体による生活支援・介護予防サービスの体制整備を進め、既存の

福祉ネットワークや取り組みの活用を図り、不足する社会資源については資源開発

に努めます。 

カ 社会福祉法人連絡会の設立 

市内の社会福祉法人と協働し「地域における公益的な取組」に取り組むなど、生



活課題の解決等に向けた効果的な法人連携のための基盤づくりに努めます。 

キ 子育て支援事業の実施 

    子育て支援の活動に積極的に取り組んでいる母子寡婦福祉連合会や地域社会福祉

協議会、退職公務員連盟東村山支部との連携・協力により、つどいや学習教室を企

画・実施して効果的な子育て支援を行います。 

⑵ 社会福祉啓発と福祉人材の育成 

ア 社会福祉協議会だより発行 

    社会福祉協議会の趣旨や活動について、広く住民に認知してもらうため、より分

かりやすく、充実した内容の誌面づくりに努めます。また、地域や学校の福祉活動

や、ボランティア活動先等、身近な話題を掲載することで、住民の社会福祉への関

心を高めます。 

イ いきいき・ふれあい健康福祉まつり 2019の企画・開催 

 市民の健康と福祉の祭典として、例年恒例となっている「いきいき・ふれあい健

康福祉まつり」の企画・開催にあたります。本会及び天童市を事務局とし、福祉関

係団体等の参加・協力を得て、福祉に関する研鑽や体験を深めるコーナーを開設し

て、市民の福祉活動への関心と理解を高めることを目的とします。 

ウ 社会福祉功労者表彰の実施 

  社会福祉の分野で顕著な貢献をされた個人及び団体への感謝を表し、その功績を

たたえるための表彰を行います。 

エ ふれあいまちづくり講座開設 

 医療、福祉等の専門資格や生きがい活動等の特技を持つ方に講師登録していただ

き、いきいきサロン等の地域の活動や学校等に派遣するふれあいまちづくり講座を

開設し、地域福祉の活性化につなげます。地域福祉活動の場に幅広く活用いただけ

るよう、積極的に講座の周知を図り、講師の人材発掘に努めます。 

オ 福祉のこころ実践校事業の実施 

児童生徒の社会福祉やボランティア活動への関心を高めるため、「福祉のこころ実 

践校事業」を指定して、特に学校と地域福祉活動との連絡を密にし、地域ぐるみで 

福祉教育に取り組める環境づくりをすすめます。また、福祉に関する講師やボラン 

ティア活動先の紹介、福祉用具の貸出等を行い、小中学校等が積極的に福祉学習や 

ボランティア活動に取り組めるよう支援します。 

カ 地域福祉活動計画の策定 

厚生労働省が提唱する地域共生社会の実現のため、「地域福祉活動計画」の策定に

取り組みます。市地域福祉計画が定める自助、共助、互助、公助の理念を共有しつ

つ、社会福祉法で地域福祉推進の中核に定められた本会の担う役割を示すとともに、

行政や社会福祉法人、ＮＰＯ団体、企業、地域社会福祉協議会、公民館、自治会等、

多様な関係機関との連携・協働のあり方を明らかにします。 

⑶ ボランティア活動の育成 

ア ボランティアセンター事業 



    広報誌等でボランティアセンターについてピーアールし、ボランティアニーズと

活動希望者の情報収集を強化し、調整機能の向上を目指します。既存のボランティ

ア団体が充実した活動を続けられるよう支援するとともに、幅広い市民層に対して

ボランティア活動の啓発を行います。 

イ 介護ボランティア支援事業の実施 

    ６５歳以上の高齢者が介護保険事業所（登録施設）や認知症カフェでボランティ

ア活動に取り組む際、ボランティア登録及び施設の紹介を行います。さらにボラン

ティア活動保険の掛金を助成することにより、高齢者のボランティア活動の普及と

健康の保持、介護予防の増進を図ります。 

ウ 災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施 

有事にスムーズにボランティアを受入・活用できるよう、「災害ボランティアセン 

ター設置運営マニュアル」をもとに、センター立上げや受付・マッチング等の訓練

を行います。行政や青年会議所、ＮＰＯ、地域社会福祉協議会、ボランティア等と

の連携や、市民への周知を強化し、協力体制の確保に努めます。 

 

２ 生活困窮者自立相談支援事業・各種相談援助事業の実施 

⑴ 天童市生活自立支援センター（生活困窮者自立相談支援事業所）の運営 

   平成２７年度に生活困窮者の自立促進や尊厳の確保、生活困窮者の支援を通じた地

域づくりを目的とする「生活困窮者自立支援法」が施行されました。本会では制度の

中核である自立相談支援事業を市より受託、生活困窮者の相談対応、課題の評価・分

析、ニーズの把握、自立支援計画の策定、住居確保給付金や福祉制度を活用した支援

にあたっています。今年度も生活困窮者への支援を通して福祉事務所やハローワーク、

法テラス、その他関係機関との連携確立や地域のネットワークづくりに努めます。 

⑵ 多機関の協働による包括的支援体制構築事業の実施 

介護や障がい、育児、貧困等の複合的なニーズを抱え、単一機関では支援が困難な  

ケースの相談を受け、課題の分析やプラン作成、関係機関の連携促進にあたり、複雑

化した課題の解決を図ります。 

  各分野の相談機関を参集する「支援調整会議」「相談支援包括化推進会議」の開催に

より、相談支援機関の連携強化や地域福祉関係者からの情報収集を充実し、相談支援

の包括的なネットワークの構築を目指します。 

⑶ その他の相談援助事業の実施 

ア 福祉サービス利用援助事業の実施 

認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不十分な方が安心し

て暮らせるよう、福祉サービス利用の援助や通帳等大事な書類の預かり、日常生活

に必要な金銭管理の支援を行います。行政や病院、介護保険事業所等関係機関と連

携しながら、一人ひとりの能力やニーズに応じた支援を行い、利用者が自分らしい



生活を続けられるよう努めます。 

さらに能力の低下後も適切な支援につなげられるよう、市や地域包括支援センタ

ーと連携します。 

イ 法人後見業務・成年後見センター事業の実施 

認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の増加により、成年後見制度への

需要が増していることから、法人として成年後見人等に就任することにより、財産

管理や身上監護にあたり、権利擁護を図ることを目的とします。 

  さらに市民からの成年後見制度の利用相談を受け、必要に応じて本人及び親族に

関する申立て手続の助言、指導を行い、制度の円滑な利用促進にあたるとともに、

関係機関や市民の皆様向けの研修会等の開催により、普及啓発を図ります。 

ウ 生活福祉資金・たすけあい資金の貸付及び償還指導 

 低所得世帯や失業者世帯等の生活支援のため、民生委員・児童委員や行政等との

連携、協力により、生活福祉資金及びたすけあい資金の貸し付けを行います。 

 借受世帯の生活の安定や順調な償還を実現するための適切な助言、指導に努める

とともに、滞納世帯については、文書や訪問、面接会により生活状況の把握と返済

計画の見直し等の相談支援を強化し、確実な償還に繋がるよう努めます。 

エ ささえあい相談所（法律相談） 

市民の法律に関する日常生活上の困りごとや心配ごとの解決に向け、身近で気軽

な相談の場を提供するため、山形県弁護士会より会員を派遣いただき、法律トラブ

ルへの初期対応を図ります。 

オ フードバンク事業の実施 

生活困窮者の相談援助を行った結果、必要と認められる世帯に対し支援の一環と

して、生活協同組合や NPO 団体等より供与いただいた食品を無償で提供します。 

カ 避難者生活相談支援事業の実施 

 東日本大震災の影響により避難している方々の生活の質の向上を図るため、山形 

県社会福祉協議会の委託を受けて、相談支援活動にあたります。 

 市危機管理室や健康福祉部各課とも連携を図り、暮らしの情報の提供や身近な社

会参加の場の紹介等を行い、避難者の方々が暮らしやすい環境づくりを目指します。 

特に自主避難者を対象とした借り上げ住宅制度が終了することを受けて、市内に引

き続き居住される避難者の皆さんのこころのケアやつながりづくりを支援します。 

 

３ 共同募金活動 

 ⑴ 一般募金・歳末たすけあい募金への協力 

社会福祉法人山形県共同募金会天童市共同募金委員会として、地域社会福祉協議会

や町内会、嘱託員をはじめ地域の方々のご協力を得ながら、地域の特性を踏まえた積

極的な共同募金運動を展開します。一般世帯や法人、学校、職域など、多くの方々か

ら募金活動への理解と協力を得るため、広報活動を活発化します。 

また、宝樹社との共催により歳末たすけあい色紙頒布会を開催し、篤志寄付につい



ても積極的に展開します。 

 ⑵ 歳末たすけあい募金の適正配分 

歳末たすけあい配分委員会担当者会議において、支援を必要とする世帯や地域福祉

事業等への適正・公正な配分のあり方を引き続き検討し、各地域の歳末たすけあい配

分委員会において適正な配分を実施します。 

 ⑶ 地域福祉活動推進プロジェクト（テーマ型募金）への協力 

   山形県共同募金会で実施する地域福祉活動推進プロジェクト（テーマ型募金）への

天童市内の参加団体等に対し、山形県共同募金会と連携しながら支援等を行います。 

 

４ 天童市地域包括支援センター中央の運営 

 ⑴ 総合相談支援事業 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことが

できるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心

身の状況や生活の実態や必要な支援等を幅広く把握し、地域の適切な保健・医療・福

祉サービス、関係機関や制度の利用につなげる等の支援に努めます。 

ア 総合相談・支援体制の充実 

イ 在宅介護支援センターとの連携 

 ウ 地域におけるネットワークの構築 

エ 包括支援センターニュース発行の充実 

オ 地域支援事業申請に係わる支援及び調査等の代行業務  

 ⑵ 包括的・継続的マネジメント事業 

地域包括ケアシステムの基礎となる、医療・保健・介護サービス等の共助、住民ボ

ランティア活動や地域の見守り支援等の互助との連携・連結を図るため、引き続き、

地域包括支援センターの関係機関との調整機能の強化と共に多職種協働によるネット

ワークの構築に努めます。また、要介護者の支援の要となる介護支援専門員及び介護

サービス事業者等の連携や質の向上のための支援を行います。 

ア 地域ケア会議の開催 

  イ 主任介護支援専門員会議の開催 

  ウ 介護支援専門員連絡会の開催 

  エ 介護サービス事業所連絡会の開催 

  オ 医療と介護の連携  

カ 地域包括支援センター間の連絡調整 

 ⑶ 権利擁護事業 

高齢者が様々な困難を抱えても、住み慣れた地域で尊厳のある生活を維持し、安心



して暮らすことができるよう、近隣住民や民生委員・児童委員、介護支援専門員等の

連携を図り、専門的・継続的な支援を行います。 

ア 消費者被害の防止対策の推進 

イ 成年後見センター事業・福祉サービス利用援助事業の周知及び利用支援 

ウ 虐待通報への対応 

 ⑷ 認知症施策の推進 

   権利侵害を受けやすい認知症高齢者対策として、認知症について地域住民の理解促

進に努めます。また、医療機関や地域の支援機関と連携を図り、認知症の人が住み慣

れた環境で安心して暮らし続けることができる支援体制の充実に努めます。 

ア 認知症サポーター養成講座 

イ 認知症地域支援推進員活動の充実 

ウ 認知症初期集中支援チームとの連携 

エ 認知症カフェの運営協力 

オ 認知症事前登録申請代行 

 ⑸ 介護予防・日常生活支援総合事業 

６５歳以上の方を対象に要支援及び要介護状態の悪化防止のため、それぞれの状況

や必要性に合わせた多様なサービスが適切に受けることができるよう支援を行います。 

また、健康寿命の延伸等を目的とした意識啓発を図るため、さわやか健康教室を開

催します。 

ア 介護予防ケアマネジメント 

  イ さわやか健康教室 

 ⑹ 指定介護予防支援事業 

要支援状態であっても、その悪化をできる限り防ぐことを目的に、より効果的なサ

ービスの利用のためのケアプラン作成を行います。また、委託先の居宅介護支援事業

所との連携の充実とともに、要支援・要介護の円滑な支援に努めます。  

ア 給付管理の適正化 

イ 業務委託環境の整備 

 ⑺ 在宅高齢者訪問指導事業（すこやか訪問） 

   市からの委託を受けて、介護保険の認定を受けていない７５歳以上の高齢者単身世

帯等を対象に生活習慣予防や閉じこもり予防、寝たきり予防等について、訪問による

相談に応じます。 

⑻ 実習生の受入れ 

   将来、医療・福祉分野で活躍しようとする学生を中心に、地域包括支援センターの

業務に対する理解と人材育成を目的として受け入れを行います。 

 



５ 介護サービス事業所の運営 

利用者一人ひとりが住みなれた地域で、誰もが安心して自分らしく暮らしていけるよ

うに、利用者の持てる力を活かし生活できる支援を目指します。 

 ⑴ 天童市居宅介護支援事業所の運営 

ア 介護保険制度に基づく指定居宅介護支援事業の実施 

  要介護者の自立支援や日常生活機能の維持向上を図るケアプランを作成し、要支

援者の介護予防及び日常生活支援総合事業のケアプラン作成を受託します。 

また、特定居宅介護支援事業所の指定維持を図るために、業務管理体制を整備し

ます。 

イ 介護保険に関する各機関との連絡調整及び手続代行 

  介護保険事業所及び公的機関やさまざまな社会資源についての情報収集を行い、

利用者の心身状況や環境に応じた多様なサービスが適切に提供できるよう、地域包

括支援センターをはじめとする関係機関との連携の強化を図り、利用者の望む生活

に近づけるような支援を行います。 

ウ 要介護認定調査事業 

  保険者から調査依頼を受けた利用者に対し、生活及び心身状況を正確に反映する

認定調査に努め、認定有効期間に配慮した認定更新申請代行を行います。 

エ 他法人の居宅介護支援事業者との共同事例検討会及び研修会の開催 

  他法人の居宅介護支援事業者と事例検討会及び研修会を共同で開催し、参加事業

者との連携や支援困難ケースへの対応、ケアプラン作成の質の向上に努めます。 

オ 実習生の受入れ 

  介護支援専門員実務研修受講者にケアマネジメントの実践現場を体験してもらい、

利用者のさまざまな生活の実態などを知る事を目的として、実習生の受け入れを行

います。 

 ⑵ 天童市訪問介護サービス事業所の運営 

ア 介護保険制度に基づく訪問介護事業   

    介護認定を受けた方や介護予防及び日常生活支援総合事業対象者の居宅サービス

計画書の目標に近づけるようなサービス提供を行います。 

  イ 障害者総合支援法に基づく居宅介護及び重度訪問介護、同行援護事業 

障がいを持つ方が地域で可能な限り自立した生活を続けられるよう、利用者ごと

のニーズに添ったサービスの提供を行います。 

  ウ 地域支援事業に基づく移動支援事業の実施 

    市からの委託事業として、障がいを持つ方が地域活動や社会参加のため屋外移動

に支障がないように、安心安全な外出援助を行います。 

  エ エンゼルサポーター派遣事業の実施 

    市からの委託事業として、双子以上を養育している保護者に対し家事、育児等の

支援を行います。 



  オ まごころ支援事業（自主事業）の実施 

    介護保険や障害福祉サービス事業等において、何らかの理由で適用できない場合

に本会の自主事業を利用することによって、安心して在宅生活が続けられる支援に

努めます。 

カ 養育支援訪問事業の実施 

    市からの委託事業として、保護者に対して安心して養育できるよう育児、家事援

助の支援を行います。 

  キ 実習生・研修生の受入れ 

    福祉人材育成を目的に将来福祉分野で活躍しようとする学生を中心に、介護の専

門知識と介護技術の指導に努めます。 

   

６ 天童市総合福祉センターの管理・経営 

施設の良好な環境整備、適切な管理に努め、施設利用については福祉活動への優先  

的な開放を行うとともに、より多くの方々から快適に利用いただけるよう、サービスの

向上に努めます。また、効率的な経営、経費節減に努めながら、災害時等には避難所等

として利用いただけるよう安全に利用できる施設の管理に努めます。 

⑴ 施設等の貸出 

ア 福祉関連の事業、団体を優先した貸出実施 

  イ 抽選による受付実施 

ウ 備品貸出事業の実施 

  (ｱ) 車いす 

  (ｲ) 輪投げ 

(ｳ) 外用いす及びテーブル  

  (ｴ) グラウンドゴルフ用具 

  (ｵ) 集会用テント等 

⑵ 良好な環境設備 

ア 日常点検及び定期的なメンテナンス等による施設の良好な環境整備 

イ 消防総合訓練や発電機の点検等による避難所開設及び災害発生時への対応準備 

  (ｱ) 収容避難所（指定緊急避難場所） ※一時的避難場所 収容人数１３０名 

  (ｲ) 指定避難所 ※長期的避難場所 収容人数１３０名 

ウ 効果的な経費の節減 

⑶ 同好クラブ事業の内容充実 

ア 囲碁クラブ 

イ コスモスダンスクラブ 

ウ 手芸クラブ 

エ 俳句クラブ 



オ 将棋クラブ 

カ 民踊クラブ 

 

７ 法人組織の管理・運営等 

 ⑴ 法人組織の管理・運営 

ア 理事会及び評議員会等の開催 

    理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会及び会長副会長監事会議等を開催し、

法人組織の適正な管理、運営に努めます。 

イ 監事による監査の実施 

    監事による決算監査等の実施により、法人組織の適正な管理、運営に努めます。 

⑵ 苦情解決の推進 

第三者委員会において、福祉サービス等に関する苦情を適切に解決し、利用者の権

利を擁護するとともに提供するサービスの向上に努めます。 

 ⑶ 自主財源の確保 

   会員や社会福祉基金等の増強のため、会費集金説明会の開催や広報チラシの市内全

戸配布を行い、広報活動を推進します。また、新たな収入源の確保のため、新規事業

の検討を行います。 

⑷ 地域における公益的な取組の推進 

   社会福祉法人の責務として、社会福祉法に定められている日常生活又は社会生活上

の支援を必要とする方に対しての無料又は低額の料金で行う福祉サービスを積極的に

提供します。 

⑸ 職員の資質向上及び福利厚生 

  ア 定例会及び係長等会議の開催 

    月１回、定例会及び係長等会議等を開催し、各係での連携を密にしながら、職員

間の連絡調整に努めます。 

  イ 各種研修会への参加及び開催 

    外部で開催される研修会等への積極的な参加により、職員の資質向上に努めます。

また、本会においても、一般応急手当や健康講話、新任職員等の研修会を開催し、

専門的な知識や技能等を高めます。 

  ウ 安全衛生委員会の開催や健康診断等の助成 

月１回の産業医も参加する安全衛生委員会の開催や健康診断の助成、インフルエ

ンザ合同予防接種等により、職員等の健康の保持増進に努めます。 

 


